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「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」等の
一部改正について

今般、特定保険医療材料及びその材料価格（材料価格基準）（平成20年厚生労働省告
示第61号）の一部が平成27年厚生労働省告示第483号をもって改正され、平成28年 I月
1日から適用することとされたことに伴い、下記の通知の一部を別添のとおり改正し、
同日から適用することとするので、その取扱いに遺漏のないよう、貴管下の保険医療機
関、審査支払機関等に対して周知徹底を図られたい。

記

「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項についてJ（平成26年
3月 5日保医発0305第 3号）の一部改正について

「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」（平成26年 3月
5日保医発0305第 5号）の一部改正について

別添 1

別添 2

の「特定保険医療材料の定義について」（平成26年 3月 5日保医発0305第 8号）
一部改正について

別添 3



「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」
（平成26年 3月 5日保医発0305第 3号）の一部改正について

直回

1 医科診療報酬点数表の第 2章第 9部第 1節J045 2(1）中「本療法について」
を「小児の肺高血圧を伴う低酸素性呼吸不全の改善を目的として本療法を行った場
合Jに改める。

2 医科診療報酬点数表の第 2章第 9部第 1節 J045-2の（ 4）を（ 5 ）とし、（ 3 ) 
を（ 4）とし、（ 2）を（ 3 ）とし、（ 1 ）の次に次にように加える。
( 2 ) 心臓手術の周術期における肺高血圧の改善を目的としてー酸化窒素吸入療法を

行った場合には、「J045-2J一酸化窒素吸入療法の所定点数を準用し、算
定する。この場合、開始時刻より通算して168時間を限度として、本療法の終了
日に算定するが、 56時間を超えて本療法を実施する場合は、症状に応じて離脱
の可能性について検討し、その検討結果を診療録に記録すること。また、医学
的根拠に基づきこの限度を超えて算定する場合は、さらに48時間を限度として
算定できるが、診療報酬明細書の摘要欄にその理由及び医学的な根拠を詳細に
記載すること。

3 医科診療報酬点数表の第 2章第 9部第 1節 1045-2 (3）中「（ 1 ）」を「（ 1 ) 
及び（ 2）」に改める。

4 医科診療報酬点数表の第 2章第 9部第 1節 J045-2 (4）中「呼吸心拍監視」
を「（ 1 ）又は（ 2）と呼吸心拍監視Jに改める。

5 医科診療報酬点数表の第 2章第 9部第 1節 J045-2 (5）中「所定点数」を
I ( 1 ）又は（ 2 ）の所定点数Jに改める。

6 歯科診療報酬点数表の第 2章第8部第 1節 I019(8）の次に次のように加える。
( 9 ) ファイパーポストを用いた支台築造の除去については、「 3 根管内ポスト

を有する鋳造体の除去」の所定点数を準用し算定する。

7 歯科診療報酬点数表の第 2章第12部第 1節M 002 (3）中「複合レジン（築造用）
及びスクリューポスト（支台築造用）」を「複合レジン（築造用）及びファイパーポ
スト（支台築造用）又はスクリューポスト（支台築造用）」に改める。

8 歯科診療報酬点数表の第 2章第12部第 1節M 0 0 2中（ 6 ）を（ 9 ）とし、（ 5 ) 
の次に次のように加える。
( 6 ) ファイパーポストを用いた支台築造は、区分番号M 0 0 2に掲げる支台築造

の「 2その他Jにより算定する。また、当該材料を用いて間接法により支台築
造を行う場合においては、 M 0 0 2 2支台築造印象を算定できる。

( 7) ファイパーポストは 1根管あたり 1本を限度として算定する。
( 8 ) ファイパーポストを大臼歯及び小臼歯に使用する場合は、 1歯あたり 2本を



限度として算定できる。

9 歯科診療報酬点数表の第 2章第12部第 1節M 0 0 2の（ 9 ）の次に次のように加え
る。
(10) その他の支台築造のうち、ファイパーポストを用いない場合は、診療報酬明

細書の「歯冠修復及び欠損補綴j欄の「支台築造」の項の「その他」の項のうち、
前歯及び小臼歯は「前小」の項に、大臼歯は「大」の項に、それぞれ点数及び回
数を記載する。また、その他の支台築造のうち、ファイパーポストを用いた場合
は、診療報酬明細書の歯冠修復及び欠損補綴の「その他」欄に、「ファイバーポ
スト」と表示し、部位毎にそれぞれ、部位、使用本数、合計点及び回数を記載す
る。なお、部位は「ファイパーポストJの表示の前に記載すること。



「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項についてj

（平成26年 3月5日保医発0305第 5号）の一部改正について

臣室ヨ

1 Iの 3の（46）イ a中「振戦軽減用）」を「振戦軽減用（4極用）標準型）、植込型脳・
脊髄電気刺激装置（振戦軽減用（4極用） MR  I対応型）、植込型脳・脊髄電気刺激
装置（振戦軽減用（16極以上用）充電式、標準型）及び植込型脳・脊髄電気刺激装置
（振戦軽減用・（16極以上用）・充電式・ MRI対応型）」に改める。

2 Iの3の（46）ウを次のように改める。
MR  Iに対応していないリードと組み合わせて、植込型脳・脊髄電気刺激装置（振

戦軽減用（4極用）・ MR I対応型）、植込型脳・脊髄電気刺激装置（疹痛除去用（1 
6極以上用）・ MR I対応型）、植込型脳・脊髄電気刺激装置（疹痛除去用（16極以
上用）・充電式・ MRI対応型（32極用））、植込型脳・脊髄電気刺激装置（疹痛除
去用（16極以上用）充電式・体位変換対応型・ MR I対応型）又は植込型脳・脊髄
電気刺激装置（振戦軽減用（16極以上用）・充電式・ MR I対応型）を使用する場
合は、それぞれ植込型脳・脊髄電気刺激装置（振戦軽減用（4極用）・標準型）、植
込型脳・脊髄電気刺激装置（疹痛除去用（16極以上用）・標準型）植込型脳・脊髄
電気刺激装置（疹痛除去用（16極以上用）・充電式・標準型）、植込型脳・脊髄電気
刺激装置（疹痛除去用（16極以上用）充電式・体位変換対応型・標準型）又は植込
型脳・脊髄電気刺激装置（振戦軽減用（16極以上用）・充電式・標準型）を算定す
る。

3 Iの3の（46）ウの次に次のように加える。
エ 植込型脳・脊髄電気刺激装置（疹痛除去用（16極以上用）・充電式・ MR I対

応型（32極用））を薬物療法、他の外科療法及び神経ブロック療法の効果が認め
られない慢性難治性疹痛の除去又は軽減を目的として本品を使用した場合には、
「K190-3J重症患性麻療治療薬髄控内持続注入用植込型ポンプ設置術又は「K190

-4J重症痘性麻療治療薬髄腔内持続注入用植込ポンプ交換術の所定点数を準用し
て算定し、当該材料料を算定する。

オ 植込型脳・脊髄電気刺激装置（疹痛除去用（16極以上用）・充電式・ MRI対
応型（32極用））は、「K190J 脊髄刺激装置植込術を実施できる施設として届出
のある施設に限り算定できる。

4 Iの3の（60-2）を次のように改める。
ア MR  Iに対応していないリードと組み合わせて、植込型除細動器（III型）・ M
R I対応型又は植込型除細動器（V型）・ MR I対応型を使用する場合は、それ
ぞれ植込型除細動器（III型）・標準型又は植込型除細動器（V型）・標準型を算
定する。

イ 次のいずれかに該当する患者に対して、植込型除細動器（III型）・皮下植込式
電極併用型を植込型除細動器用カテーテル電極（皮下植込式）と組み合わせて
使用した場合には、「Kl74J水頭症手術 2シャント手術の点数を準用し、当該材
料料を算定する。
a 血行動態が破綻する心室頻拍又は心室細動の自然発作が 1回以上確認されて



いる患者であって、植込型除細動器移植術以外の治療法の有効性が心臓電気
生理学的検査及びホルター型心電図検査によって予測できないもの

b 血行動態が破綻する心室頻拍又は心室細動の自然発作が 1回以上確認されて
いる患者であって、有効薬が見つからないもの又は有効薬があっても認容性が
悪いために服用が制限されるもの
c 既に十分な薬物療法や心筋焼灼術等の手術が行われているにもかかわらず、
心臓電気生理学的検査によって血行動態が破綻する心室頻拍又は心室細動が繰
り返し誘発される患者

ウ 植込型除細動器（ill型）・皮下植込式電極併用型は、「K599」植込型除細動器
移植術を実施可能な施設として届出のある医療機関においてのみ算定できる。

エ 植込型除細動器（ill型）・皮下植込式電極併用型を用いた場合は、診療報酬
請求に当たって、診療報酬明細書に症状詳記を添付する。

オ 植込型除細動器（ill型）・皮下植込式電極併用型本体の交換のみを行った場
合は、区分番号「K599-2」植込型除細動器交換術の点数を準用して算定を行う。’

5 Iの3の（602-2）を次のように改める。
ア アダプターは、除細動関値が高く、除細動電極の追加が必要となった患者に
対して使用した場合に限り算定できる。

イ 次のいずれかに該当する患者に対して、植込型除細動器用カテーテル電極（皮
下植込式）を植込型除細動器（ill型）・皮下植込式電極併用型と組み合わせて使
用した場合には、「Kl74J水頭症手術 2シャント手術の点数を準用し、当該材料
料を算定する。
a 血行動態が破綻する心室頻拍又は心室細動の自然発作が 1回以上確認されて
いる患者であって、植込型除細動器移植術以外の治療法の有効性が心臓電気生
理学的検査及びホルター型心電図検査によって予測できないもの
b 血行動態が破綻する心室頻拍又は心室細動の自然発作が 1回以上確認されて
いる患者であって、有効薬が見つからないもの又は有効薬があっても認容性が
惑いために服用が制限されるもの
c 既に十分な薬物療法や心筋焼灼術等の手術が行われているにもかかわらず、
心臓電気生理学的検査によって血行動態が破綻する心室頻拍又は心室細動が繰
り返し誘発される患者

ワ 植込型除細動器用カテーテノレ電極（皮下植込式）は、「K599」植込型除細動器
移植術を実施可能な施設として届出のある医療機関においてのみ算定できる。

エ 植込型除細動器用カテーテノレ電極（皮下植込式）を用いた場合は、診療報酬
誇求に当たって、診療報酬明細書に症状詳記を添付する。

6 1の 3の（1回）の次に次のように加える。
(1田） 自己拡張型人工生体弁システム

当該材料を用いて、大動脈弁置換術を実施した場合は、 IK555-2」経皮的大動
脈弁置換術の所定点数を準用し、算定する。

(1刊 ヒト骨格筋由来細胞シート

ア 当該材料は、虚血性心疾患による重症心不全患者で、薬物治療や侵襲的治療
を含む標準治療では効果不十分として上記基準に定めるハートチ」ムによる適
応判定が行われ、かっ、根治療法として心臓移植以外に治療手段がないと考え
られる症例に対して、関連学会の定める「ヒト（自己）骨格筋由来細胞シート

の使用要件等の基準について」に従って使用された場合に限り算定できる。



イ 当該材料は、 1人につき 1固まで算定できることとし、使用する際は、診療
報酬明細書の摘要欄にその理由及び医学的な根拠を詳細に記載すること。

ワ 当該材料は、以下の全てを満たす施設において使用された場合に限り算定で
きる。
a 植込型補助人工心臓（非拍動流型）の実施施設として届出のある施設であ
ること。

b 医薬品医療機器等法の薬局等構造設備規則又は再生医療等安全性確保法に
基づく細胞培養加工施設の構造設備に関する基準に則った細胞培養センター
を有すること。

c 循環器内科の経験を 5年以上の有する常勤医師及び心臓血管外科の経験を
5年以上有する常勤医師がそれぞれ 1名以上配置され、これらの医師は所定
の研修を修了していること。

d 定期的に循環器内科の医師と心臓血管外科の医師が参加する、心臓移植を
含む重症心不全患者の治療方針を決定するカンフアレンスが開催されている
こと。

e 関連学会の定める「ヒト（自己）骨格筋由来細胞シートの使用要件等の基一
準について」において定められた実施施設基準に準じていること。

7 （別紙） 065の（52）を次のように改める。
(5-2) リパース型・インサート・特殊型（ I ) 人工肩関節・ SR-3-2 

8 （別紙） 065の（5-2）の次に次のように加える。
(5-3) リパース型・インサート・特殊型（ II) 人工肩関節・ SR-3-3 

9 （別紙） 134の（7）を次のように改める。
( 7) 永久留置型・小血管用・セルフシーリング・へパリン非使用型

人工血管・セルフシーリング・へパリン非使用型

10 （別紙） 134の（7）の次に次のように加える。
(7-1）永久留置型・小血管用・セルフシーリング・へパリン使用型

人工血管・セルフシーリング・へパリン使用型



直函

「特定保険医療材料の定義について」
（平成26年 3月 5日保医発0305第 8号）の一部改正について

1 別表の Eの065(2）中「10区分Jを「11区分Jに、「15区分」を「16区分」に改める。

2 別表の Hの065(3）を次のように改める。
(3) 機能区分の定義
① 肩甲骨側・標準型

次のいずれにも該当すること。
ア 肩関節の機能を代替するために肩甲骨側に使用するグレノイドコンポーネン

ト（単独又は組み合わせて使用するタイプを含む。）であること。
イ ②、及び⑪から⑬までに該当しないこと。

② 肩甲骨側・特殊型
次のいずれにも該当すること。

ア 肩関節の機能を代替するために肩甲骨側に使用するグレノイドコンボーネン
ト（単独又は組み合わせて使用するタイプを含む。）であること。

イ 骨との固定力を強化するための以下の加工等が施されているものであって、
その趣旨が薬事法承認事項又は認証事項に明記されていること。
ポーラス状のタンタルによる表面加工

ワ ⑪から⑬までに該当しないこと。

③ 上腕骨側・標準型
次のいずれにも該当すること。

ア 肩関節の機能を代替するために上腕骨側に使用するものであって、次のいず
れかに該当すること。
i 人工肩関節置換術等の際に用いる一体型ステム
首 人工肩関節置換術等の際に用いるステム、ステムヘッド及びネック

イ ④から③までに該当しないこと。
④ 上腕骨側・特殊型

次のいずれにも該当すること。
ア 肩関節の機能を代替するために上腕骨側に使用するものであって、人工肩関
節置換術等の際に用いるステム、ステムヘッド及びネックであること。

イ 骨との固定力を強化するための以下の加工等が施されているものであって、
その趣旨が薬事法承認事項又は認証事項に明記されていること。
ポーラス状のタンタルによる表面加工

ワ ⑤から③までに該当しないこと。
⑤ リパ｝ス型・上腕骨ステム・標準型

次のいずれにも該当すること。
ア 臆板機能不全を呈する症例に対して肩関節の機能を代替するために使用す

る、臼蓋側と骨頭側の解剖学的形状を反転させたリパース型の全人工肩関節で
あること。

イ インサートを支持することを目的として人工肩関節置換術等の際に上腕骨側
に使用するステム（インサートと組み合わせるための部品を含む。）であるこ
と。

ワ ⑤に該当しないこと。



⑥ リパース型・上腕骨ステム・特殊型
次のいずれにも該当すること。

ア 腿板機能不全を呈する症例に対して肩関節の機能を代替するために使用す
る、臼蓋側と骨頭側の解剖学的形状を反転させたリパース型の全人工肩関節で
あること。

イ インサートを支持することを目的として人工肩関節置換術等の際に上腕骨側
に使用するステム（インサートと組み合わせるための部品を含む。）であるこ
と。

ウ 肩甲骨ノッチングを低減するために⑨と組みあわせて使用することにより、
ネック・シャフト角を調節できるものであること。

エ 骨との固定力を強化するための以下の加工等が施されているものであって、
その趣旨が薬事法承認事項又は認証事項に明記されていること。
ポーラス状のタンタノレによる表面加工

⑦ リパース型・スベーサー
次のいずれにも該当すること。

ア 臆板機能不全を呈する症例に対して肩関節の機能を代替するために使用す
る、臼護側と骨頭仮ljの解剖学的形状を反転させたリパース型の全人工肩関節で
あること。

イ 上腕骨側材料の設置位置を最適化するために、ステムとインサートの聞に挿

入するものであること。
③ リパ｝ス型・インサート・標準型

次のいずれにも該当すること。
ア 1建板機能不全を呈する症例に対して肩関節の機能を代替するために使用す

る、臼蓋側と骨頭側の解剖学的形状を反転させたリパース型の全人工肩関節で
あること。

イ 上腕骨ステムと組み合わせて使用し、関節摺動面を確保するものであること。
ウ 上腕骨又は肩甲骨に直接設置するものではないこと。
エ ⑨及び⑬に該当しないこと。

⑨ リパース型・インサート・特殊型（ I ) 
次のいずれにも該当すること。

ア 腿板機能不全を呈する症例に対して肩関節の機能を代替するために使用す
る、臼蓋側と骨頭側の解剖学的形状を反転させたリパース型の全人工肩関節で
あること。

イ 上腕骨ステムと組み合わせて使用し、関節摺動面を確保するものであること。
ワ 上腕骨又は肩甲骨に直接設置するものではないこと。
エ 肩甲骨ノッチングを低減するために⑥と組みあわせて使用することにより、

ネック・シャフト角を調節できるものであること
⑩ リパース型・インサート・特殊型 (II)

次のいずれにも該当すること。

ア 1建板機能不全を呈する症例に対して肩関節の機能を代替するために使用す
る、臼蓋側と骨頭側の解剖学的形状を反転させたリパース型の全人工肩関節で
あること。

イ 上腕骨ステムと組み合わせて使用し、関節摺動面を確保するものであること。
ワ 上腕骨又は肩甲骨に直接設置するものではないこと。
エ 摩耗粉を軽減するためにビタミンE~こ浸漬又は添加されているものであって、
その趣旨が薬事承認事項に明記されていること。



⑪ リバース型・関節霞ヘッド・標準型
次のいずれにも該当すること。

ア 腿板機能不全を呈する症例に対して肩関節の機能を代替するために使用す
る、臼蓋側と骨頭側の解剖学的形状を反転させたリパース型の全人工肩関節で
あること。

イ ベースプレートと組み合わせて使用し、骨頭の機能を代替するものであるこ
と。

ウ ⑫及び⑬に該当しないこと。
⑫ リパース型・関節笥ヘッド・外側補正型

次のいずれにも該当すること。
ア 腿板機能不全を呈する症例に対して肩関節の機能を代替するために使用す

る、臼蓋側と骨頭側の解剖学的形状を反転させたリパース型の全人工肩関節で
あること。

イ ベースプレートと組み合わせて使用し、骨頭の機能を代替するものであるこ
と。

ワ 肩甲骨ノッチングを低減するために、回転の中心を外側へ補正した形状であ
ること。

⑬ リパース型・関節禽ヘッド・下方補正型
次のいずれにも該当すること。

ア 腿板機能不全を呈する症例に対して肩関節の機能を代替するために使用す
る、臼蓋側と骨頭側の解剖学的形状を反転させたリパース型の全人工肩関節で
あること。

イ ベースプレートと組み合わせて使用し、骨頭の機能を代替するものであるこ
と。

ワ 肩甲骨ノッチングを低減するために、回転の中心を下方へ補正した形状であ
ること。

⑬ リパース型・ベースプレート・標準型
次のいずれにも該当すること。

ア 1建板機能不全を呈する症例に対して肩関節の機能を代替するために使用す
る、臼蓋側と骨頭側の解剖学的形状を反転させたリパース型の全人工肩関節で

あること。
イ スクリューによって肩甲骨に固定され、関節寵ヘッドを支持するもの（組み

合わせて使用するスクリューを含む。）であること。
ウ ⑬に該当しないこと。

⑬ リパース型・ベースプレート・特殊型
次のいずれにも該当すること。

ア 臆板機能不全を呈する症例に対して肩関節の機能を代替するために使用す
る、臼蓋側と骨頭側の解剖学的形状を反転させたリパース型の全人工肩関節で
あるこ左。

イ スクリューによって肩甲骨に固定され、関節嶺ヘッドを支持するもの（組み
合わせて使用するスクリューを含む。）であること。

ウ 関節霞ヘッドの設置位置を側方移動するためのベースプレートパッドを有す
ること。

エ 骨との固定力を強化するための以下の加工等が施されているものであって、
その趣旨が薬事法承認事項又は認証事項に明記されていること。
ポーラス状のタンタノレによる表面加工



⑬ 切換用
リバース型を用いた人工肩関節置換術等の術中に、解剖学的理由等によりリ

ノ〈ース型組み合わせの設置が困難であると判断された場合に、緊急的に従来型
の組み合わせに切り換えるために用いるものであること。

3 別表の Eの087(2）中「振戦軽減用（ 4極用） ( 1区分） Jを「振戦軽減用（ 4複用）
( 2区分） Jに、「疹痛除去用（16極以上用）充電式（ 1区分）」を「疹痛除去用（16
極以上用）充電式（ 2区分）」に、「振戦軽減用（16極以上用）充電式（ 1区分）」を
「振戦軽減用（16極以上用）充電式（ 2区分）」に「 9区分」を「12区分Jに改める。

4 別表の Eの087(3）を次のように改める。
( 3) 機能区分の定義

① 疹痛除去用（ 4極用）
次のいずれにも該当すること。

ア 疹痛除去を目的として使用するものであること。
イ 4つの電極に通電し、電位を自由に設定できること。

② 疹痛除去用（ 8極用）
次のいずれにも該当すること。

ア 疹痛除去を目的として使用するものであること。
イ 8つの電極に通電し、電位を自由に設定できること。

③ 振戦軽減用（ 4極用）・標準型
次のいずれにも該当守ること。

ア パーキンソン病、ジストニア又は本態性振戦に伴う振戦等の症状の軽減効
果を目的として使用するものであること。

イ 4つの電極に通電し、電位を自由に設定できること。
ウ ④に該当しないこと。

④ 振戦軽減用（ 4極用）・ MR I対応型
次のいずれにも該当すること。

ア パーキンソン病、ジストニア又は本態性振戦に伴う振戦等の症状の軽減効
果を目的として使用するものであること。

イ 4つの電極に通電し、電位を自由に設定できること。
ウ 本品を植え込んだ患者において、撮像可能条件に適合する場合に1.5テスラ

の装置によるMRI検査が可能となる構造・機能を有するものであること。
⑤ 疹痛除去用（16極以上用）・標準型

次のいずれにも該当すること。
ア 疹痛除去を目的として使用するものであること。
イ 16以上の電極に通電し、電位を自由に設定できること。
ウ ⑥に該当しないこと。

⑥ 疹痛除去用（16極以上用）・ MR I対応型
次のいずれにも該当する三と。

ア 疹痛除去を目的として使用するものであること。
イ 16以上の電極に通電し、電位を自由に設定できること。
ウ 本品を植え込んだ患者において、撮像可能条件に適合する場合に1.5テスラ

の装置によるMR I検査が可能となる構造・機能を有するものであること。
⑦ 疹痛除去用（16極以上用）充電式・標準型

次のいずれにも該当すること。



ア 疹痛除去を目的として使用するものであること。
イ 16以上の電極に通電し、電位を自由に設定できること。
ウ 患者の皮下に植え込んだ状態で、体外にある機械から遠隔で充電できるこ

と。また充電により 10年間以上作動することが、薬事法承認事項又は認証事
項に明記されていること。

エ ③に該当しないこと。
③ 疹痛除去用 (16極以上用）充電式・ MR I対応型（32極用）

次のいずれにも該当すること。
ア 疹痛除去を目的として使用するものであること。
イ 32の電極に通電し、電位を自由に設定できること。
ウ 患者の皮下に植え込んだ状態で、体外にある機械から遠隔で充電できるこ

と。また充電により 10年間以上作動することが、薬事承認事項又は認証事項
に明記されていること。

エ 本品を植え込んだ患者において、撮像可能条件に適合する場合に1.5テスラ
の装置によるMR I検査が可能となる構造・機能を有するものであること。

⑨ 疹痛除去用（16極以上用）充電式・体位変換対応型・標準型
次のいずれにも該当すること。

ア 疹痛除去を目的として使用するものであること。
イ 16以上の電極に通電し、電位を自由に設定できること。
ウ 患者の皮下に植え込んだ状態で、体外にある機械から遠隔で充電できるこ

と。また充電により約10年間程度作動することが見込まれること。
エ 愚者の体位変換を検出し、体イ立に合わせたプログラム刺激を行うことがで

きること。
オ ⑮に該当しないこと。

⑮ 疹痛除去用（16極以上用）充電式・体位変換対応型・ MRI対応型
次のいずれにも該当すること。

ア 疹痛除去を目的として使用するものであること。
イ 16以上の電極に通電し、電位を自由に設定できること。
ウ 患者の皮下に植え込んだ状態で、体外にある機械から遠隔で充電できるこ

と。また充電により約10年間程度作動することが見込まれること。
エ 患者の体位変換を検出し、体位に合わせたプログラム刺激を行うことがで

きること。
オ 本品を植え込んだ患者において、撮像可能条件に適合する場合に1.5テスラ

の装置によるMR I検査が可能となる構造・機能を有するものであること。
⑫ 振戦軽減用（16極以上用）充電式・標準型

次のいずれにも該当すること。
ア パーキンソン病、ジストニア又は本態性振戦に伴う振戦等の症状の軽減効

果を目的として使用するものであること。
イ 16以上の電極に通電し、電位を自由に設定できること。
ウ 患者の皮下に植え込んだ状態で、体外にある機械から遠隔で充電できるこ

と。
エ ⑫に該当しないこと。

⑫ 振戦軽減用（16極以上用）充電式・ MRI対応型
次のいずれにも該当すること。

ア パーキンソン病、ジストニア又は本態性振戦に伴う振戦等の症状の軽減効
果を目的として使用するものであること。



イ 16以上の電極に通電し、電位を自由に設定できること。
ウ 患者の皮下に植え込んだ状態で、体外にある機械から遠隔で充電できるこ

と。
エ 本品を植え込んだ患者において、撮像可能条件に適合する場合に1.5テスラ

の装置によるMR I検査が可能となる構造・機能を有するものであること。

5 別表の II11 7 (1)②中「除細動Jを「除細動のうち、除細動を含む 1つ以上」に改め
る。

6 別表の E117(2）中「E型（ 2区分）」を「皿型（ 3区分）」に、「 6区分」を「 7区
分Jに改める。

7 別表の II117 (3）を次のように改める。
( 3) 機能区分の定義

① 植込型除細動器（ II型）
次のいずれにも該当すること。

ア 腹部に植え込み、使用するものであること。
イ 除細動器本体が除細動用電極の機能を有しないものであること。

②’植込型除細動器（III型）・標準型
次のいずれにも該当すること。

ア 胸部に植え込みが可能なものであること。
イ 除細動器本体が除細動用電極の機能を有するものであること。
ウ 除細動放電パルスが二相性であること。
エ ③から⑦に該当しないこと。

③ 植込型除細動器（III型）・ MRI対応型
次のいずれにも該当すること。

ア 胸部に植え込みが可能なものであること。
イ 除細動器本体が除細動用電極の機能を有するものであること。
ウ 除細動放電パノレスが二相性であること。
エ 本品を植え込んだ患者において、撮像可能条件に適合する場合に1.5テスラ

の装置によるMR I検査が可能となる構造・機能を有するものであること。
オ ④から⑦に該当しないこと

④ 植込型除細動器（III型）・皮下植込型電極併用型
次のいずれにも該当すること。

ア 胸部に植え込みが可能なものであること。
イ 除細動器本体が除細動用電極の機能を有するものであること。
ワ 除細動放電パルスが二相性であること。
エ 植込型除細動器用カテーテノレ電極（皮下植込型）と共に使用されること。
オ ⑤から⑦に該当しないこと。

⑤ 植込型除細動器（IV型）
次のいずれにも該当すること。

ア 胸部に植え込みが可能なものであること。
イ 除細動器本体が除細動用電極の機能を有するものであること。
ウ 心房、心室両方に電気刺激を与えるデュアノレチャンバ徐脈ベーシング機能
を有するものであること。

エ 房室伝導監視型心室ベ｝シング抑止機能を有しないものであること。



⑥ 植込型除細動器（V型）・標準型
次のいずれにも該当すること。

ア 胸部に植え込みが可能なものであること。
イ 除細動器本体が除細動用電極の機能を有するものであること。
ワ 心房、心室両方に電気刺激を与えるデュアルチャンバ徐脈ペーシング機能

を有するものであるこど。
エ 房室伝導監視型心室ペーシング抑止機能を有するものであること。
オ ⑦に該当しないこと。

⑦ 植込型除細動器（V型）・ MRI対応型
次のいずれにも該当すること。

ア 胸部に植え込みが可能なものであること。
イ 除細動器本体が除細動用電極の機能を有するものであること。
ウ 心房、心室両方に電気刺激を与えるデュアルチャンパ徐脈ペーシング機能

を有するものであること。
工 房室伝導監視型心室ペーシ以グ抑止機能を有するものであること。
オ 本品を植え込んだ患者において、撮像可能条件に適合する場合に1.5テスラ

の装置によるMR I検査が可能となる構造・機能を有するものであること。

8 別表の E118(1）②中「除細動Jを「除細動のうち、除細動を含む1つ以上」に改め
る。

9 別表の E118(3）③の次に次のように加える。
④ 植込型除細動器用カテーテル電極（皮下植込型）

1本のリードで除細動、ショック後ベーシング及びセンシングを行うカテーテ
ル電極であり、皮下に植込んで使用するものであること。

10 別表の II134(2）中「小血管用（ 7区分）」を「小血管用（ 8区分）」に、「16区分」を
「17区分」に改める。

11 別表の E134(3）を次のように改める。
(3) 機能区分の定義

① 永久留置型・大血管用・分岐なし・標準型
次のいずれにも該当すること。

ア 永久留置するものであること。
イ 大血管の置換を目的に使用するものであること。
ウ 分岐を有していないこと。
エ ②に該当しないこと。

② 永久留置型・大血管用・分岐なし・特殊型
次のいずれにも該当すること。

ア 永久留置するものであること。
イ 大血管の置換を目的に使用するものであること。
ウ 分岐を有していないこと。
エ 人その他生物（植物を除く。）に由来するものを原料又は材料として使用

していないこと。
③ 永久留置型・大血管用・ 1分岐・標準型

次のいずれにも該当すること。



ア 永久留置するものであること。
イ 大血管の置換を目的に使用するものであること。
ウ 分岐を 1つ有していること。
エ ④に該当しないこと。

④ 永久留置型・大血管用・ 1分岐・特殊型
次のいずれにも該当すること。

ア 永久留置するものであること。
イ 大血管の置換を目的に使用するものであること。
ワ 分岐を 1つ有していること。
エ 人その他生物（植物を除く。）に由来するものを原料又は材料として使用

していないこと。
⑤ 永久留置型・大血管用・ 2分岐以上・標準型

次のいずれにも該当すること。
ア 永久留置するものであること。
イ 大血管の置換を目的に使用するものであること。
ワ 分岐を 2つ以上有していること。
エ ⑤に該当しないこと。

⑥ 永久留置型・大血管用・ 2分岐以上・特殊型
次のいずれにも該当すること。

ア 永久留置するものであること。
イ 大血管の置換を目的に使用するものであること。
ウ 分岐を2つ以よ有していること。
エ 人その他生物（植物を除く。）に由来するものを原料又は材料として使用

していないこと。
⑦ 永久留置型・大血管用・腹大動脈分岐用・標準型

次のいずれにも該当すること。
ア 永久留置するものであること。
イ 大血管の置換を目的に使用するものであること。
ウ 腹大動脈分岐部に使用するものであること。
エ ③に該当しないこと。

③ 永久留置型・大血管用・腹大動脈分岐用・特殊型
次のいずれにも該当すること。

ア 永久留置するものであること。
イ 大血管の置換を目的に使用するものであること。
ウ 腹大動脈分岐部に使用するものであること。
エ．人その他生物（植物を除く。）に由来するものを原料又は材料として使用

していないこと。
⑨ 永久留置型・小血管用・標準型・外部サポートあり

次のいずれにも該当すること。
ア 永久留置するものであること。
イ 外力による変形閉塞を防ぐための外壁の補強機能（外部サポート）を有し

ていること。
ウ ①から③まで及び⑪から⑮までに該当しないこと。

⑬ 永久留置型・小血管用・標準型・外部サポートなし
次のいずれにも該当Jすること。

ア 永久留置するものであること。



イ 外力による変形閉塞を防ぐための外壁の補強機能（外部サポート）を有し
ていないこと。

ウ ①から③まで及び⑪から⑬までに該当しないこと。
⑪ 永久留置型・小血管用・セルフシーリング・へパリン非使用型

次のいずれにも該当すること。
ア 永久留置するものであること。
イ 穿刺部の止血を容易にすることを目的に材質が合成高分子であること。
ウ ⑫に該当しないこと。

⑫ 永久留置型・小血管用・セルフシーリング・ヘパリン使用型
次のいずれにも該当すること。

ア 永久留置するものであること。
イ 穿刺部の止血を容易にすることを目的に材質が合成高分子であること。
ウ 血液接触面にへパリンが共有結合によりコーティングされていること。

⑬ 永久留置型・小血管用・へパリン使用型・外部サポートあり
次のいずれにも該当すること。

ア 永久留置するものであること。
イ 外力による変形閉塞を防ぐための外壁の補強機能（外部サポート）を有し

ていること。
ウ 血液接触面にへパリンが共有結合によりコーティングされていること。
エ ①から⑫までに該当しないこと。

⑬ 永久留置型・小血管用・へパリン使用型・外部サポートなし
次のいずれにも該当すること。

ア 永久留置するものであること。
イ 外力による変形閉塞を防ぐための外壁の補強機能（外部サポート）を有し

ていないこと。
ウ 血液接触面にへパリンが共有結合によりコーティングされていること。
エ ①から⑫までに該当しないこと。

⑬ 永久留置型・小血管用・特殊型・外部サポートあり
次のいずれにも該当すること。

ア 永久留置するものであること。
イ 外力による変形閉塞を防ぐための外壁の補強機能（外部サポート）を有し

ていること。
ウ 人その他生物（植物を除く。）に由来するものを原料又は材料として使用

していないこと。
エ ①から③まで及び⑪から⑬までに該当しないこと。

⑬ 永久留置型・小血管用・特殊型・外部サポートなし
次のいずれにも該当すること。

ア 永久留置するものであること。
イ 外力による変形閉塞を防ぐための外壁の補強機能（外部サポート）を有し

ていないこと。
ワ 人その他生物（植物を除く。）に由来するものを原料又は材料として使用

していないこと。
エ ①から③まで及び⑪から⑬までに該当しないこと。

⑫ 一時留置型
次のいずれにも該当すること。

ア 手術中に一時的に血液をバイパスするために使用するチューブであること。



イ 材質が合成樹脂であること。

12 別表の E146(3）④ア中「胸部大動脈癌」を「胸部大動脈癌、胸部大動脈解離又は外
傷性大動脈損傷のうち、胸部大動脈濯を含む 1つ以上の疾患」に改める。

13 別表の II187の次に次のように加える。
188 自己拡張型人工生体弁システム

定義
次のいずれにも該当すること。

(1) 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具（ 7）内臓機能代用器」であって、
般的名称が「経カテーテノレブタ心のう膜弁」であること。

(2) 狭窄した心臓弁に対し、経皮的に人工弁を留置することを目的とした人工生体
弁セットであること。

朗 自己拡張機能を持つこと。
189 ヒト骨格筋由来細胞シート
(1) 定義

次のいずれにも該当すること。
① 薬事承認又は認証上、類別が「ヒト体性幹細胞加工製品」であって、一般的

名称が「ヒト（自己）骨格筋由来細胞シートj であること。
② 採取した患者の骨格筋から得られる筋芽細胞を培養し、シート状に調製する

ために用いられる材料であること。
（目 機能区分の考え方

用いられる工程に応じて、採取・継代培養キット及び回収・調製キットの合計
2区分に区分する。

削 機能区分の定義
① 採取・継代培養キット

患者より骨格筋を採取した後、筋芽細胞の継代培養が終了するまでに使用され
る材料から構成されるキットであること。

② 回収・調製キット
筋芽細胞の継代培養が終了した後、シート状に調製し終えるまでに使用され

る材料から構成されるキットであること。

14 別表のV058の次に次のように加える。
059 ファイパーポスト 支台築造用

定義
次のいずれにも該当すること

(1) 薬事承認又は認証上、類別が「医療用品（ 4）整形用品」であって、一般的名
称が「歯科根管用ポスト成形品」又は「歯科根管ポスト成形品キット」であるこ

と。
(2) ガラス繊維を70%以上含有し、曲げ強さが700MPa以上であること。
問 先端部がテーパー形状であり、光透過性及びアルミニウム 2mm相当以上のX線造
影性を有すること。

(4) 1本が 1根管相当分の規格であること。
同支台築造に用いる合釘であること。



（別添1参考）

「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項についてJ （平成 26年3月5日保医発 0305第3号）の一部改正について

（傍線の部分は改正部分）

改正後 現 イ’丁ー

別添 1 別添 1

医科診療報酬点数表に関する事項 医科診療報酬点数表に関する事項

第2章特掲診療料 第2章特掲診療料

第1部～第8部 （略） 第1部～第8部 （略）

第9部処置 第9部処置

第1節処置料 第1節処置料

J 0 0 0～1 045 J 0 0 0～J 045 

J045 2 ー酸化窒素吸入療法 J 0 4 5 2 一酸化窒素吸入療法

( 1) 小児の肺高血圧をi半う低酸素性呼吸不全の改善を目的として本 ( 1) 本療法については、開始時刻より通算して 96時間を限度とし

療法を行った場合は、開始時刻より通算して 96時間を限度主して、 て、本療法の終了日に算定する。ただし、医学的根拠に基づきこ

本療法の終了日に算定する。ただし、医学的根拠に基づきこの限度 の限度を超えて算定する場合は、さらに48時間を限度として算定

を超えて算定する場合は、さらに 48時間を限度として算定でき、 でき、診療報酬明細書の摘要欄にその理由及び医学的な根拠を詳

診療報酬明細書の摘要欄にその理由及び医学的な根拠を詳細に記 細に記載すること。

載すること。

i三よ心臓手術の周術期における肺高血圧の改善を目的として一酸化 （新設）

窒素吸入療法を行った場合には、 「よ045-2J一酸化窒素吸入

療法の所定点数を準用し、算定するg この場合、開始時刻より通算

して 168時間を限度として、本療法の終了日に算定するが、 56時

聞を超えて本療法を実施する場合は、症状に応じて離脱の可能性に

ついて検討し、その検討結果を診療録に記録すること巴また、医学

的根拠に基づきこの限度を超えて算定する場合は、さらに 48時間

を限度として算定できるが、診療報酬明細書の摘要欄にその理由及

び医学的な根拠を詳細に記載すること。

(3) ( 1)及び（2）の開始時刻とは一酸化窒素供給装置を人工呼吸器 (2) ( 1 ）の開始時刻とはー酸化窒素供給装置を人工呼吸器と接続



と接続し、一酸化窒素の供給を開始した時刻を指し、本療法を実施

した場合は、同時亥uを診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

i生i ( 1）又は（ 2）と呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、カノレ

ジオスコープ（ハートスコープ）、カノレジオタコスコープ、経皮的

動脈血酸素飽和度測定又は非観血的連続血圧測定を同一日に行っ

た場合は、これらに係る費用は一酸化窒素吸入療法の所定点数に含

まれる。

i豆よ H客主主吸引、干渉低周波去疾器による略疾排出、酸素吸入及び突発

性難聴に対する酸素療法の費用は、（ 1）又は（2）の所定点数に含

まれる。

第2節～第4節（略）

第 10部～第 13部（略）

別添 2

歯科診療報酬点数表に関する事項

第2章特掲診療料

第1部～第7部（略）

第8部処置

第1節処置料

I 0 0 0～I 0 1 8 （略）

I 0 1 9 歯冠修復物又は補綴物の除去

( 1)～（ 8) （略）

( 9) ファイパーポストを用いた支台築造の除去については、 『3 根管

内ポストを有する鋳造体の除去」の所定点数を準用し算定するロ

I 0 2 1～I 0 3 1 （略）

第2節～第4節（略）

第9部～第 11部（略）

第 12部

第1節歯冠修復物又は欠損補綴診療料

し、一酸化窒素の供給を開始した時刻を指し、本療法を実施した

場合は、同時京uを診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

i三よ呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、カルジオスコープ（ハ

一トスコープ）、カルジオタコスコープ、経皮的動脈血酸素飽和

度測定又は非観血的連続血圧iJIU定を同ー日に行った場合は、これ

らに係る費用は一酸化窒素吸入療法の所定点数に含まれる。

」生LH客疲吸引、干渉低周波去疲器による略疲排出、酸素吸入及び突

発性難聴に対する酸素療法の費用は、所定点数に含まれる。

第2節～第4節（略）

第 10部～第 13部（略）

別添 2

歯科診療報酬点数表に関する事項

第2章特掲診療料

第1部～第7部（略）

第8部処置

第1節（略）

I 0 0 0～I 0 1 8 （略）

I 0 1.9 歯冠修復物又は補綴物の除去

( 1）～（ 8) （略）

」蓋蓋L

I 0 2 1～ I 0 3 1 （略）

第2節～第4節（略）

第9部～第 11部（略）

第 12部

第1節歯冠修復物又は欠損補綴診療料



M002 

(1）、（2) （略）

(3) 「その他」とは、複合レジン（築造用）及びファイバーポスト（支

台築造用）又はスクリューポスト（支台築造用）等により築造する

ものをいい、セメント等による簡単な支台築造は含まない。ただし、

根管治療を実施した歯の歯冠部の近遠心及び唇頬舌側歯質のうち 3

面以上が残存しており、複合レジン（築造用）のみで築造できる場

合は、スクリューポスト（支台築造用）等を使用しなくても算定で

きる。

(4）、（ 5) （略）

斗立Lファイパーポストを用いた支台築造は、区分番号M002に掲げ

る支台築浩の「2その他｜により算定するのまた、当該材料を用い

て間接法により支台築造を行う場合においては、 M002-2支台

築造印象を算定できるの

4エLファイパーポストは1根管あたり 1本を限度として算定するn

」立Lファイパーポストを大臼歯および及び小臼歯に使用する場合は、’

1歯あたり 2本を限度として算定できるn

i旦よ歯冠修復に当たり、メタルコア、全部金属冠等を同一模型上で製

作し、同日の患者への装着は、歯科医学的に適切であると認められ

る場合を除き、常態として認められない。この場合において、印象

採得は全部金属冠等により算定し、支台築造印象は算定できない。

(10）その他の支台築造のうち、ファイパーポストを用いない場合は、診

療報酬明細書の「歯冠修復及び欠損補綴｜欄の「支台築造lの項の

「その他｜の項のうち、前歯及び小臼歯は「前小Iの項に、大臼歯

は「大｜の項に、それぞれ点数及び回数を記載するn また、その他

の支台築造のうち、ファイパーポストを用いた場合は、診療報酬明

細書の歯冠修復及び欠損補綴の『その他｜欄に、 「ファイパーポス

ト！と表示し、部位毎にそれぞれ、部位、使用本数、合計点及び回

数を記載するのなお、部位は「ファイパーポスト｜の表示の前に記

載すること。

M002 

( 1)、（ 2) （略）

(3) 「その他」とは、複合レジン（築造用）及びスクリューポスト（支

台築造用）等により築造するものをいい、セメント等による簡単な

支台築造は含まない。ただし、根管治療を実施した歯の歯冠部の近

遠心及び唇頬舌側歯質のうち3面以上が残存しており、複合レジン

（築造用）のみで築造できる場合は、スクリューポスト（支台築造

用）等を使用しなくても算定できる。

(4）、（ 5) （略）

」盤量L

」重量L
」重量L

( 6) 歯冠修復に当たり、メタルコア、全部金属冠等を同一模型上で製

作し、同日の患者への装着は、歯科医学的に適切であると認められ

る場合を除き、常態として認められない。この場合において、印象

採得は全部金属冠等により算定し、支台築造印象は算定できない。



I 

（別添Z参考）

「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」（平成 26年3月5日保医発 0305第5号）の一部改正について

（傍線の部分は改正部分）

改正後 現 行

診療報酬の算定方法（平成20年厚生労働省告示第59号）（以下「算定 I 診療報酬の算定方法（平成20年厚生労働省告示第59号）（以下「算定

方法告示」という。）別表第一医科診療報酬点数表に関する事項 方法告示Jという。）別表第一医科診療報酬点数表に関する事項

1、2 （略） 1、2 （略）

3 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料（フィルムを除く。） 3 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料（フィルムを除

に係る取扱い く。）に係る取扱い

(I)～倒（賂） (1）～（骨I)（略）

附脳・脊髄刺激装置用リード及び仙骨神経刺激装置用リ｝ド、植込型 倒脳・脊髄刺激装置用リード及び仙骨神経刺激装置用リード、植込型

脳・脊髄電気刺激装置 脳・脊髄電気刺激装置

ア （略） ア （略）

イ 植込型脳・脊髄電気刺激装置 イ 植込型脳・脊髄電気刺激装置

a 植込型脳・脊髄電気刺激装置（振戦軽減用（4極用）標準型）、 a 植込型脳・脊髄電気刺激装置（振戦軽減用）は、薬物療法によ

植込型脳・脊髄電気刺激装置（振戦軽減用（4極用） MR  I対応 って十分な治療効果の得られない以下のいずれかの症状の軽減を

型｝ミ植込型脳・脊髄電気刺激装置（振戦軽減用〔16極以上用） 目的に使用した場合に、 1回の手術に対し2個を限度として算定

充電式、標準型）及び植込型脳・脊髄電気刺激装置（振戦軽減用・ できる。

{16極以上用）・充電式 ・MRI対応型）は、薬物療法によって I 振戦

十分な治療効果の得られない以下のいずれかの症状の軽減を目的 ll パーキンソン病に伴う運動障害

に使用した場合に、 1回の手術に対し2個を限度として算定でき 温ジストニア

る。 b 植込型脳・脊髄電気刺激装置の交換に係る費用は、破損した場

I 振戦 合等においては算定できるが、単なる機種交換等の場合は算定で

ll ノ4ーキンソン病に伴う運動障害 きない。

温ジストニア

b 植込型脳・脊髄電気刺激装置の交換に係る費用は、破損した場

合等においては算定できるが、単なる機種交換等の場合は算定で

きない。

ウ MR  Iに対応していないリードと組み合わせて、植込型脳・脊髄 ウ MR  Iに対応していないリ｝ドと組み合わせて、植込型脳・脊髄



電気刺激装晋｛振戦軽減用（4極用）・MRI対応型）、被込型脳・

脊髄電気刺激装置（疹痛除去用（16極以上用） ・MR I対応型）、

棺込型脳・脊鮪電気刺激装置（疹痛除去用（16梅以上用）・充電式－

MR  I対応型（32極用））、植込型脳・脊髄電気刺激装置（疹痛除

去用（16極以上用）充電式・体位変換対応型・ MRI対応型）三基

植込型脳・脊髄電気刺激装置（振戦軽減用（16極以上用）・充電式－

MR  I対応型）を使用する場合は、それぞれ組込型脳・脊髄電気刺

激装置（振戦軽減用（4梅用） ・標準型）、植込型脳・脊髄電気刺

激装置（疹痛除去用（16極以上用） ・標準型）植込型脳・脊髄電気

刺激装置（疹痛除去用（16極以上用） ・充電式・標準型）、植込型

脳・脊髄電気刺激装置（疹痛除去用（16極以上用）充電式・体位変

換対応型・標準型）又は植込型脳・脊髄電気刺激装置（振戦軽減用

(16極以上用） ・充電式・標準瑚）を算定する。

エ植込劉悩・脊髄電気刺激装置（疹痛除去用（16栂以上用）・充電

式 ・MRI対応却（32極用））を薬物療法、他の外科療法及び神経

ブロyク療法の効果が認められない慢性難治性主主痛の除去又は軽減

争目的在して本品を使用した場合には、 「Kl9031 重症療性麻痕治

療薬髄腔内持続注入用植込型ポンプ設置術文は［Kl90-4I重症痘性

麻痩治療薬髄腔内持続注入用植込ポンプ交換術の所定点数を準用し

て算定し、当該材料料を算定する。

オ植込型脳・脊髄電気刺激装置（疹痛除去用（16極以上用）・充電

式 ・MRI対応却（32棒用ll I士、 [Kl90 I脊髄刺激装置植込術を

実施できる施設として届出のある施設に限り算定できるn

倒～倒（略）

嗣植込型除細動器

Z M R  Iに対応していないリードと組み合わせて、植込型除細動器

(ill型）・ MRI対応型又は植込型除細動器（V型） ・MR I対応

型を使用する場合は、それぞれ桔込型除細動器（ill型）・標準型又

は植込型除細動器（V型） ・標準型を算定する。

電気刺激装置（疹痛除去用＇（ 16極以上用） ・MR I対応型）又は

植込型脳・脊髄電気刺激装置（疹痛除去用（16極以上用）充電式・

体位変換対応型・ M RI対応型）を使用する場合は、それぞれ植込

型脳・脊髄電気刺激装置（疹痛除去用（16極以上用） ・標準型）

又は植込型脳・脊髄電気刺激装置（疹痛除去用（16極以上用）充

電式・体位変換対応型・標準型）を算定する。

制～胸）（略）

附植込型除細動器

MR  Iに対応していないリードと組み合わせて、植込型除締動器

(ill型）・ MRI対応型又は植込型除細動器（V型）・ M RI対応型

を使用する場合は、それぞれ植込型除細動器（ill型）・標準型又は植

込型除細動器（V型） ・標準型を算定する。



イ 次のいずれかに該当する持者に対して、植込型除細動器cm型）・
皮下植込式霞極併用型を植込型除細動器用カテーテル電極（皮下植

込式）と組み合わせて使用した場合には、 「K174J水頭症手術 2

シャント手術の点数を準用し、当該材料料を算定するn

a 血行動態が破綻する心室頻拍又は心室細動の自然発作が 1回以

上確認されている患者であって、植辺、型除細動器移植術以外の治

療法の有効性が心臓電気生理学的検査及びホルタ一都心電図検査

によって予測できないもの

b 血行動態が破綻する心室頻拍又は心室細動の自然発作が 1回以

上確認されている患者であって、有効薬が見つからないもの又は

有効薬があっても認容性が悪いために服用が制限されるもの

c 既に十分な薬物療法や心筋焼灼術等の手術が行われているにも

かかわらず、心臓電気生理学的検脊によって血行動鵡が破綻する

心室頻拍又は心室細動が繰り返し誘発される患者

.2.植込型除持田動器（班型） ・皮下植込式電極併用型は、 [K599 J 

植仏壇除細動器移植術を実施可能な施設として届出のある医療機

関においてのみ算定できるn

エ植込型除細動器cm型ト皮下植込式電極併用型習を用いた場合は、

診療報酬請求に当たって、診療報酬明細書に症状詳記を添付するn

オ植込型除細動器 cm型）・皮下植込式電極併用耳目本体の変換のみ

を行った場合は、区分番号「K599-2J植込型除細動器交換術の点数

を準用して算定を行う n

。肘自由 植込型除井田動器用カテーテル電極

ア アダプターは、除細動関値が高く、除細動電極の追加が必要と

なった息者に対して使用した場合に限り算定できる。

こL次のいずれかに該当する患者に対して、植込型除品目動器用カテー

テル電梅（皮下植iλ式）を植込郡除細動器 cm型） ・皮下植込式電

極併用型と組み合わせて使用した場合には、 [K174 J水頭症手術 2

シャント手術の点数を準用し、当該材料料を算定する向

」蓋童L

」蓋藍L

」益重L

」盆翠L

（骨H 植込型除細動器用カデーテル電極

アダプターは、除細動関値が高く、除細動電極の追加が必要となった

患者に対して使用した場合に限り算定できる。

」蓋盆L



a 血行動態が破綻する心室頻拍又は心室細動の自然発作が 1回

以上確認されている患者であってミ植込型除細動器移植術以外の

治療法の有効性が心臓電気生理学的検査及びホノレター型心電図

検査によって予測できないもの

主血行動態が破綻する心室頻拍又は心室細動の自然発作が 1回

以上確認されている患者であって、有効薬が見つからないもの又

は有効薬があっても認容性が惑いために服用が制限されるもの

c 既に十分な薬物療法や心筋焼灼術等の手術が行われているに

もかかわらずs心臓電気生理学的検査によって血行動態が破綻す

る心室頻拍又は心室細動が繰り返し誘発される患者

2 植込型除細動器用カテーテル電極（皮下植込式）は、 「K599J （新設）

植込型除細動器移植術を実施可能な施設として届出のある医療機

関においてのみ算定できる2

エ植込型除細動器用カテーテル電極（皮下植込式）を用いた場合は、 （新設）

診療報酬請求に当たって、診療報酬明細書に症状詳記を添付するg

附～（同（略）

E盛 自己拡張型人工生体弁システム （新設）

当該材料を用いて、大動脈弁置換術を実施した場合は、 rK555-2J 

経皮的大動脈弁置換術の所定点数を準用し、算定する2

l盟 ヒト骨格筋由来細胞シート （新設）

工当該材料はミ虚血性心疾患による重症心不全患者で、薬物治療や

侵襲的治療を含む標準治療では効果不十分として下記基準に定め

るハートチームによる適応塑J定が行われ、かつ、根治療法として心

臓移植以外に治療手段がないと考えられる症例に対して、関連学会

の定める『ヒト（自己）骨格筋由来細胞シートの使用要件等の基準

についてlに従って使用された場合に限り算定できるa

ごL 当該材料は、 1人につき 1固まで算定できることとし当使用する

際は、診療報酬明細書の摘要欄にその理由及び医学的な根拠を詳細

に記載すること盆



立当該材料は、以下の全てを満たす施設において使用された場合に

限り算定できるn

a 植込型補助人工心臓（非拍動流型）の実施施設として届出のあ

る施設であること”

b 医薬品医療機器等法の薬局等構造設備規則又は再生医療等安全

性擁保法に基づく細胞培養加工施設の構造設備に関する基準に則

った細胞培養センターを有することの

c 循環器内科の終験を5年以上の有する常勤医師及び心臓血管外

科の経験を5年以上有する常勤医師がそれぞれ1名以上配置さ

れ、これらの医師は所定の研修制度了していることの

d 定期的に循環器内科の医師と心臓血管外科の医師が参加する、

心臓移植を含む重症心不今東者の治療方針を決定するカンファレ

ンスが開催されているこ左自

e 関連学会の定める「ヒト（自己）骨格筋由来細胞シートの使用

要件等の基準について｜において定められた実施施設基準に準じ

エビ豆三よL

4～6 （略）

E～N （略）

4～6 （略）

E～N （略）



（別添2別紙参考）

「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について（別紙）J （平成26年3月5日保医発 0305第5号）の一部改正について

（傍線の部分は改正部分）

改 正 後 現 行

告示名 略称 告示名 略称

065人工肩関節用材料 065人工肩関節用材料

（！）肩甲骨側材料・標準型 人工肩関節・ SG 1 （！）肩甲骨組材料標準型 人工肩関節・ SGー1

(1-2）肩甲骨側材料・特殊型 人工肩関節 SG-1-2 (1 2）肩甲骨側材料・特殊型 人工肩関節・ SG-1-2 

(2）上腕骨側材料・標準型 人工肩関節 ・SH-2 (2）上腕骨粗材料・標準型 人工肩関節・ SH-2

(2 2）上腕骨側材料・特殊型 人工肩関節 SH-2-2 (2-2）上腕骨側材料・特殊型 人工肩関節・ SH-2-,2 

(3）リパース型・上腕骨ステム・標準型 人工肩関節・ SR-1 (3）リパース型・上j腕骨ステム・標準型 人工肩関節・ SR-1 

(3-2) yパース型・上腕骨ステム・特殊型 人工肩関節 SR-1-2 (3 2) yパース型・上腕骨ステム・特殊型 人工肩関節 ・SR-1-2

(4）リパース型・スペーサー ノ 人工肩関節・ SR 2 (4）リパース型・スベーサー 入工肩関節 ・SR-2

(5）リパース型・インサート・標準型 人工肩関節・SR-3 (5）リパース型・インサート・標準型 人工肩関節 ・SR-3

(5-2）リパース型・インサート・特殊型！..l!.L 人工肩関節・ SR-3-2 (5-2）りパース型インサート・特殊型 人工肩関節 ・SR-3-2

(5-3) yパース型・インサート・特殊型（IT) 人工亙関節・SR-3 3 

(6）リパース型・関節寵へッド・標準型 人工肩関節 SR-4 (6）リパース型・関節寵へッド 人工肩関節・ SR-4 

(6-1) リパース型・関節寵へッド・外側補正型 人工肩関節・ SR-4-2 (6-1）リパース型・関節禽へツド・外側補正型 人工肩関節 ・SR-4-2

(6-2）日パース型・関節寵へツド・下方補正型 人工肩関節・ SR-4-3 (6-2）リパース型・関節商へyド・下方補正型

(7) yパース型・ベースプレート・標準型 人工肩関節 ・SR-5 (7）リパース型・ベースプレート・標準型 人工肩関節 ・SR-5

(7-2）リパース型・ベースプレート・特殊型 人工肩関節・ SR-5-2 (7 2）リパース型・ベースプレート・特殊型 人工肩関節 SR-5-2 

(8）リパース型・切換用 人工肩関節・ SR-6 (8）ロパース型・切換用 人工肩関節・ SR-6 



134人工血管 134人工血管

(1）永久留置型・大血管用・分岐なL・標準型 人工血管・ストレート・ I (1）永久留置型・大血管用・分岐なL・標準型 人工血管・ストレート・ I

(1 2）永久留置型・大血管用・分岐なし・特殊型 人工血管・ストレ｝ト・ E (1-2）永孔留置型・大血管用・分岐なし・特殊型 人工血管・ストレート・ E

(2）永久留置型・大血管用・ 1分岐・標準型 人工血管・ 1分岐・ I (2）永久留置型・大血管用・ 1分岐・標準型 人工血管・ 1分岐・ I

(2-2）永久留置型・大血管用・ 1分岐・特殊型 人工血管・ 1分岐.II (2-2）永久留置型・大血管用・ 1分岐・特殊型 人工血管・ 1分岐・ E

(3）永久留置型・大血菅用・ 2分岐以上・標準型 人工血管.2分岐以上・ I (3）永久留置型・大血管用・ 2分岐以上・標準型 人工血管・ 2分岐以上・ I

(3-2）永久留置型・大血管用 2分岐以上・特殊型 人工血管・ 2分岐以上・ E (3-2）永久留置型・大血管用・ 2分岐以上・特殊型 人工血管・ 2分岐以上・ E

(4）永久留置型・大血管用・腹大動脈分岐用・標準型 人工血管 ・Y字・ I (4）永久留置型・大血管用・腹大動脈分岐用・標準型 人工血管・ Y字・ I

(4-2）永久留置型・大血管用・腹大動脈分岐用・特殊型 人工血管 ・Y字.II (4-2）永久留置型大血管用・腹大動脈分岐用・特殊型 人工血管・ Y宇.II 

(5）永久留置型・小血管用標準型外部サポートあり 人工血管・サポートあり (5）永久留置型・小血管用・標準型外部サポートあり 人工血管・サポートあり

(6）永久留置型・小血管用・標準型・外部サポートなし 人工血管サポートなし (6）永久留置型・小血管用・標準型・外部サポートなし 人工血管サポートなし

(7）永久留置型・小血菅用・セルフシ｝日ング・ヘパPン非使 人工血管・セルフシーリン
(7）永久留置型・小血管用・セルフシ－Y,_,,,,- 人工血管・セルフシーPング

亙型 グ・へパリン差使用型

(7 I)永久留置型小血管用・セルフシーリング・へパリン使 人工血管セルフシ｝リン

旦型 グ・ヘパリン隼用型

(7 2）永久留置型・小血管用・へパPン使用型・外部サポート 人工血管・ヘパ日ン使用型・ (7ー幻永久留置型・小血管用ヘパリン使用型・外部サボー 人工血管・へパリン使用型・

あり サポートあり トあり サポートあり

(7-3）永久留置型・ 4、血管用・へパりン使用型・外部サポート 人工血管・へパリン使用型・ (7-3）永久留置型・小血管用・へパリン使用型・外部サポー 人工血管・へパリン使用型・

なL サポートなし トなし サポートなし

人工血管・特殊型サポート 人工血管・特殊型・サポートσ－4)永久留置型・小血管用・特殊型・外部サポ｝トあり
あり

(7－叫永久留置型・小血管用・特殊型・外部サポートあり
あり

人工血管・特殊型サポート 人工血管・特殊型・サポート
(7 5）永久留置型・小血管用・特殊型・外部サポートなし (7 5）永久留置型・小血管用・特殊型・外部サポートなし

なし なし

(8）一時留置型 人工血管・パイパスチュープ (8) 時留置型 人工血管・パイパスチュープ



（別添3参考）

「特定保険医療材料の定義について」（平成 26年3月5日保医発 0305第 8号）の一部改正について

改正後

（別表）

I （略）

II 医科点数表の第2章第3部、第4部、第6部、第9部、第10部及び第11

部に規定する特定保険医療材料（フィルムを除く。）及びその材料価格

001～064 （略）

065 人工肩関節用材料

(I) （略）

(2) 人工肩関節用材料は、構造、使用目的及び使用部位により肩甲骨側

(2区分） 、上腕骨側（2区分）及びリパース型（斗区分）及び切換

用（ 1区分）の合計』立区分に区分する。

(3）機能区分の定義

① 肩甲骨側・標準型

次のいずれにも該当すること。

ア 肩関節の機能を代替するために肩甲骨倶Jjに使用するグレノイド

コンポーネント（鞘虫又は組み合わせて使用するタイプを含む。）

であること。

イ ②及び盆から重量までに該当しないこと。

② 肩甲骨側・特殊型

次のいずれにも該当すること。

ア 肩関節の機能を代替するために肩甲骨側に使用するグレノイド

コンポーネント（単独又は組み合わせて使用するタイプを含む。）

であること。

イ 骨との固定カを強化するための以下の加工等が施されているも

のであって、その趣旨が薬事承認事項又は認証事項に明記されてい

ること。

（傍線の部分は改正部分）

現 ，－ 
1T 

（別表）

I （略）

II 医科点数表の第2章第3部、第4部、第6部、第9部、第10部及び第11

部に規定する特定保険医療材料（フィルムを除く。）及びその材料価格

001～064 （略）

065 人工肩関節用材料

(I) （略）

ω 人工肩関節用材料は、構造、使用目的及び使用部位により肩甲骨側

(2区分） 、上腕骨仮Jj( 2区分）及びリパース型（!Q_区分）及び切換

用（ 1区分）の合計よ立区分に区分する。

(3) 機能区分の定義

① 肩甲骨｛目.tl・標準型

次のいずれにも該当すること。

ア 肩関節の機能を代替するために肩甲骨側に使用するグレノイドコ

ンポーネント（単独又は組み合わせて使用するタイプを含む。）で

あること。

イ ②及。温から盆までに該当しないこと。

② 肩甲骨側・特殊型

次のいずれにも該当すること。

ア 肩関節の機能を代替するために肩甲骨側に使用するグレノイドコ

ンポーネント（単独又は組み合わせて使用するタイプを含む。） で

あること。

イ 骨との固定カを強化するための以下の加工等が施されているもの

であって、その趣旨が薬事承認事項又は認証事項に明記されている

こと。



ポーフス状のタンタノレによる表面加工 ポーフス状のタンタルによる表面加工

ウ盆から盛までに該当しないこと。 ウ ：＠から盆までに該当しないこと。

③～⑦ 〈略） ③～⑦ （略）

③ リパース型・インサート・標準型 ③ リパース型・インサート・標準型

次のいずれにも該当すること。 次のいずれにも該当すること。

ア～ウ （略） ア～ウ （略）

エ ⑨丞エ足並に該当しないこと。 エ ⑨に該当しないこと。

⑨ リパース型・インサート・特殊型_(ll_ ⑨ リパース型・インサート・特殊型

（略） （略）

重量 リパース型・インサート・特殊型（II) （新設）

次のいずれにも該当すること。

三臆板機能不全を呈する症例に対して肩関節の機能を代替するた

めに使用する、臼蓋側と骨頭側の解剖学的形状を反転させ左リバー

ス型の全人工肩関節であること。

イ 上腕骨ステムと組み合わせて使用し、関節摺動面を確保するもの

であること。

立上腕骨又は肩甲骨に直接設置するものではないこと。

エ摩耗粉を軽減するためにピタミン Eに浸漬又は添J加されている

ものであって、その趣旨が薬事承認事項に明記されていること霊

@ リパース型・関節禽へツド・標準型 盆 リパース型・関節鶴ヘッド・標準型

次のいずれにも該当すること。 次のいずれにも該当すること。

ア、イ （略） ア、イ （路）

ウ盆及び盆に該当しないこと。 ウ鐙及び盈に該当しないこと。

盆 リパース型・関節寵へy ド・外側補正型 互主 リパース型・関節禽ヘッド・外側補正型

（略） （略）

盆 リパース型・関節笛ヘッド・下方補正型 盛 リバース型・関節窺ヘッド・下方補正型

（略） （略）

⑭ リパース型・ペースプレート・標準型 盛 リパース型・ベースプレート・標準型

次のいずれにも該当すること。 次のいずれにも該当すること。



ア、イ（略）

ワ 重量に該当しないこと。

重量リパース型・ベースプレート・特殊型

（賂）

盆切換用

（略）

065～086 （略）

087 植込型脳・脊髄電気刺激装置

(1) （略）

ω 使用目的、電極数等により、疹痛除去用（4極用） ( 1区分）、疹痛除

去用（8極用） ( 1区分）、振戦軽減用（4極用）〔主区分）、落痛除去用

(16極以上用） ( 2区分）、疹痛除去用（16極以上用）充電式（主区分）、

疹痛除去用（16極以上用）充電式・体栓変換対応型（2区分）及び振

戦軽減用（16極以上用）充電式（え区分）の合計12-区分に区分する。

ω①、②（略）

③振戦軽減用（4極用）二塁準型

次のいずれにも該当すること。

ア、イ（略）

之＠に該当しないことn

＠振戦軽減用（4極用）・ MRI対応型

次のいずれにも該当するこ左内

ア パーキンソン病、ジストニア又は本態性振戦に伴う振戦等の

症状の軽減効果を目的止して使用するものであること。

イ 4つの電栂に通信し、電位を自由に設定で含ること

立木品を植え込んだ患者において、撮像可能条件に適合する場合

に1.5テスラの装置によるMRI検杏が可能となる構造・機能を

有するものであること

.R 疹痛除去用（16極以上用）・標準型

次のいずれにも該当すること。

ア、イ（略）

ウ盆に該当しないこと。

盆 リパース型・ベースプレート・特殊型

（略）

盛切換用

（路）

065～086 （略）

087 植込型脳・脊髄電気刺激装置

(1) （賂）

（副使用目的、電極数等により、疹痛除去用（4極用） ( 1区分）、疹痛除

去用（8極用） ( 1区分）、振戦軽減用（4極用） (_l_区分）、疹痛除去用

(16極以上用） (2区分）、疹痛除去用（16極以上用）充電式（よ区分）、

疹痛除去用（16極以上用）充電式・体位変換対応型（2区分）及び振戦

軽減用（16極以上用）充電式（よ区分）の合計立区分に区分する。

(3）①、②（略）

③振戦軽減用（4極用）

次のいずれにも該当すること。

ア、イ（略）

」蓋童L
」蓋蓋L

盆 疹痛除去用（16極以上用）・標準型

次のいずれにも該当すること。



ア、イ（略）

ウ盆に該当しないこと。

重量 疹痛除去用（16極以上用）・ MRI対応型

（略）

旦 疹痛除去用（16極以上用）充電式二塁準型

次のいずれにも該当すること。

ア～勺

エ③に該当しないことn

.@ 疹痛除去用（16極以上用）充電式・ MRI対応型（32極用）

次のいずれにも該当すること。

Z 悲痛除去を目的として使用するものであるこ！：＇.＂

イ 32の電極に通電し、霞イすや自由に設定できることの

.2. J愚者の皮下に植え込んだ状態で、体外にある機械から涼隠で

充震で合るこιまた充電により 10年間以上作動するこ土が、

薬事承認事項文は認証事項に明記されτいることの

エ 本品争植え込んだ思者において、撮像可能条件に滴合する場

合に 1.5テスラの装置によるMRI検査が可能となる構造・機

能を有するものであるこ！：＇.＂

＠疹痛除去用（16極以上用）充電式・体位変換対応型・標準型

次のいずれにも該当すること。

ア～エ（略）

オ重量に該当しないこと。

~疹痛除去用（16 極以上用）充電式・体位変換対応型・ MR I対

応型

（略）

金振戦軽減用（16極以上用）充電式二塁準型

次のいずれにも該当すること。

ア～ウ（略）

エ ⑫に該当しないこと。

ア、イ（路）

ウ皇に該当しないこと。

.R 疹痛除去用（16極以上用）・ M RI対応型

（略）

.R 疹痛除去用（16極以上用）充電式

次のいずれにも該当すること。

ア～ウ

」産量L
」蓋蓋L

堕疹痛除去用（16極以上用）充電式・体位変換対応型・標準型

次のいずれにも該当すること。

ア～エ（略）

オ盛に該当しないこと。

R疹痕除去用（16極以上用）充電式・体位変換対応型 ・MRI対応

型

（略）

R振戦軽減用（16極以上用）充電式

次のいずれにも該当すること。

ア～ウ（略）

（新設）



.＠振戦軽減用（16極以上用）充電式・ MRI対応型

次のいずれにも該当することの

ア パーキンソン病、ジストニア又は本態性振戦に伴う振戦等の

症状の軽減効果を目的左して使用するものであることn

:i. 16以上の霞極に通霞し、電位を自由に設定できることn

立思考の皮下に植え込んだ状態で、体外にある機械から遠隔で

充電できることn

エ本品争植え込んだ黒者において、撮像可能条件に滴合する場

合に 1.5テスラの装置によるMRI検査が可能となる構造・機

能を有するものであることn

088～116 （略）

117 植込型除細動器

。）定義

次のいずれにも該当すること。

①（略）

② 心室性頻拍等の治療を目的として、体内に植え込み、心室センシン

グ、ベーシング、抗頻拍ベーシング治療及び除細動のうち、除細動を

金主よ三込よを行うものであること。

（目 機能区分の考え方

植込可能f品E位、電極機能の有無等により、 E型（ 1 区分）、 E型（~

区分）、 N型（ 1区分）及びV型（2区分）の合計工区分に区分する。

同機能区分の定義

①（略）

② 植込型除草田動器（III型）・標準型

次のいずれにも該当すること。

ア、ウ（略）

エ③から旦に該当しないこと。

③椎f込型除細動器（班型）・ MRI対応型

次のいずれにも該当すること。

」藍設L

088～116 （略）

.117 植込型除細動器

(1）定義

次のいずれにも該当すること。

①（略）

② 心室性頻拍等の治療を目的として、体内に植え込み、心室センシング、

ベーシング、抗頻拍ベーシング治療及び除細動を行うものであること。

ω 機能区分の考え方

植込可能な部位、電極機能の有無等により、 E型 (1区分）、皿型（え

区分）、 N型（1区分）及びV型（2区分）の合計立区分に区分する。

同 機能区分の定義

①（略）

②植込型除細動器（III型）・標準型

次のいずれにも該当すること。

ア、ウ（略）

エ③から＠に該当しないこと。

③植込型除細動器（III型）・ M RI対応型

次のいずれにも該当すること。

ア～エ（略）



ア～エ（略）

オ④から堕に該当しないこと。

盆植込型除細動器（皿型）・皮下植iλ垣間電極併用型

次のいずれにも該当することぬ

ア胸部に植え込みが可能なものであることn

イ 除細動器本体が除細動用雷績の機能を有するものであること。

..z除細動放電パルスが二相性であるこ ！：＇.＂

エ植込型除細動器用カテーテル電極（皮下植込型）と共に使用され

ゑiよι

オ＠から⑦に該当しないことの

皇植込型除細動器 （N型）

（略）

盆植込型除細動器（V型）・標準型

次のいずれにも該当すること。

ア～エ

オ QLに該当しないこと。

阜植込型除細動器（V型）・ M RI対応型

（略）

118 植込型除細動器用カテーテノレ電極

(I）定義

次のいずれにも該当すること。

①（略）

②次のいずれかに該当すること。

ア 心室性頻拍等に対し、心室センシング、ベーシング、抗頻拍ベー

シング治療及び除細動のうち、除細動を含む1つ以上を行う際に使

用する植込型除細動器用カテーテノレ電極であること。

イ（略）

③（賂）

（副（略）

オ ④からに重量該当しないこと。

」霊登L

盆植込型除細動器 （N型）

（略）

鐙植込型除細動器（V型）・標準型

次のいずれにも該当すること。

7～エ

オ盈に該当しないこと。

.＠植込型除細動器（V型）・ MRI対応型

（略）

118 植込型除細動器用カテーテル電極

(I）定義

次のいずれにも該当すること。

①（略）

②次のいずれかに該当すること。

ア 心室性頻拍等に対し、心室センシング、ベーシング、抗頻拍ベーシ

と互塗遼丞Q除草田動を行う際に使用する植込型除細動器用カテーテ

ノレ電極であること。

イ（略）

③（略）

(2) （略）



同機能区分の定義

①～③（略）

盆植込型除細動器用カテーテル電極（皮下植込型）

1本のリードで除細動、ショック後ベーシング及びセンシングを行

うカテーテノレ電極であり、皮下に植込んで使用するものであることn

119～133 （略）

134 人工血管

(1) （略）

ω機能区分の考え方

使用目的により永久留置型及び一時留置型に大別し、使用部位、構造

及び材質により大血管用（8区分）、小血管用（立区分）及び一時留置型

(1区分）の合計XL区分に区分する。

同機能区分の定義

①～③（省賂）

⑨永久留置型・小血管用・標準型・外部サポートあり

次のいずれにも該当すること。

ア、イ（略）

ウ ①から③まで及び⑪から重量までに該当しないこと。

⑩永久留置型・小血管用・標準型・外部サポートなし

次のいずれにも該当すること。

ア、イ（略）

ウ ①から③まで及び⑬から重量までに該当しないこと。

⑪永久留置型・小血管用・セルフシーリング・ヘパリン非使用型

次のいずれにも該当すること。

ア、イ（路）

立⑫に該当しないこと

盆永久留置型・小血管用・セルフシーリング・へパリン使用型

次のいずれにも該当すること”

ア永久留置するものであること。

同機能区分の定義

①～③（略）

」蓋蓋L

119～133 （略）

134 人工血管

(1) （略）

(2）機能区分の考え方

使用目的により永久留置型及び一時留置型に大別し、使用部位、構造及

び材質により大血管用（8区分）、小血管用（工区分）及び一時留置型（ 1

区分）の合計1全区分に区分する。

闘機能区分の定義

①～③（省略）

⑨永久留置型・小血管用・標準型・外部サポートあり

次のいずれにも該当すること。

ア、イ（略）

ウ ①から③まで及び⑪から重量までに該当しないこと。

⑩永久留置型・小血管用・標準型・外部サポートなし

次のいずれにも該当すること。

ア、イ（略）

ウ ①から③まで及び⑪から＠までに該当しないこと。

⑪ 永久留置型・小血管用・ゼノレフシーリング

次のいずれにも該当すること。

ア、イ（略）

」盆蓋L
」盆翠L



ごL 穿刺部の止血を容易にすると~を目的に材質が合成高分子である

よよι
2.血液接触面にへパリンが共有結舎によりコーティングされている

よよι

重量永久留置型・小血管用・へパリン使用型・外部サポートあり

次のいずれにも該当すること。

ア～ウ（略）

エ ①から盆までに該当しないこと。

重量永久留置型・小血管用・へパリン使用型・外部サポートなし

次のいずれにも該当すること。

ア～ウ（略）

エ ①から盆までに該当しないこと。

盆永久留置型・小血管用・特殊型・外部サポートあり

次のいずれにも該当すること。

ア～ク

エ ①から③まで及び⑬から盆までに該当しないこと。

重量永久留置型・小血管用・特殊型・外部サポートなし

次のいずれにも該当すること。

ア～ウ（略）

エ ①から③まで及び⑪から盆までに該当しないこと。

盛一時留置型

（略）

135～145 （略）

146 大動脈用ステントグラフト

(1）、（2) （略）

同機能区分の定義

①～③（略）

④胸部大動脈用ステントグラフト（メイン部分）・標準型

次のいずれにも該当すること。

重量永久留置型・小血管用・へパリン使用型・外部サポートあり

次のいずれにも該当すること。

！ア～グ（略）

エ ①から畠までに該当しないこと。

重量永久留置型・小血管用・ヘパPン使用型・外部サポートなし

次のいずれにも該当すること。

ア～ウ（略）

エ①から盆までに該当しないこと。

盆永久留置型・小血管用・特殊型・外部サポートあり

次のいずれにも該当すること。

ア～ウ

エ ①から③まで及び⑪から重量までに該当しないこと。

金永久留置型・小血管用・特殊型・外部サポートなし

次のいずれにも該当すること。

ア～ウ（略）

エ①から③まで及び⑫から盛までに該当しないこと。

重量一時留置型

（略）

135～145 （略）

146 大動脈用ステントグラフト

(1）、（2) （略）

同機能区分の定義

①～③（略）

④胸部大動脈用ステントグラフト（メイン部分）・標準型

次のいずれにも該当すること。



ア 胸部大動脈癌、胸部大動脈解離又は外傷性大動脈損傷のうち、胸

部大動脈癌を含む1つ以上の疾患の治療を目的に使用されるもので

あること。

イ 胸部大動脈に留置するステントグラフト及びステシトグラフトを

挿入するための付属品を含んでいるものであること。

ウ ⑤及び⑦に該当しないこと。

⑤～⑨（略）

147～187 （略）

188 自己拡張型人工生体弁システム

差益
次のいずれにも該当するこ！：：" 

ill. 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具（7）内臓機能代用器l

であって、一般的名称が「終カテーテルブタ心のう膜弁j であることn

旦 狭窄した心臓弁に対し、経皮的に人工弁を留置することを目的とし

た人工生体弁セットであるこ！：：" 

且 自己拡張機能を持つことn

189 ヒト骨格筋由来細胞シ～ート

回亙蓋
次のいずれにも該当することn

虫 薬事承認又は認証上、類別が「ヒト体性幹細胞加工製品1であって、

一般的名称が「ヒト（自己）骨格筋由来細胞シート lであるごとの

＠ 採取した患者の骨格筋から得られる儒芽細胞を培養し、シート状に

調浅草するために用いられる材料であるこ！：：" 

l盆機能区分の考え方

用いられる工程に応じてd 採取・継代培養キγ ト及び回収・調製キッ

トの合計2区分に区分するの

皿 機能区分の定義

宣採取・継代培養キット

息者より骨盤箆を採取した後一、J箆茎組胞の継代培養旦盟主するまで

ア胸部大動脈癌の治療を目的に使用されるものであること。

イ 胸部大動脈に留置するステントグラフト及びステントグラフトを挿

入するための付属品を含んでいるものであること。

ワ ＠に該当しないこと。

⑤～⑨（略）

147～187 （略）

」盆蓋L

」蓋翠L



に使用される材料から構成されるキットであることn

盛田収・調製キット

筋芽細胞の継代培養が終了した後、シート状に調製し終えるまで

に使用される材料から構成されるキットであること内

E、N （略）

v 歯科点数表の第2章第12部に規定する特定保険医療材料及びその材料価

格

001～058 （略）

059 ファイパ｝ポスト茎怠築造星

室蓋
次のいずれにも該当すること

1ll 薬事承認文は認註上A 類別が「医療用品（4）整形用品1であって、

一般的名称が「歯科根管用ポスト成形品l文は「歯科根管ポスト成形品

キット｜であることn

JM.ガラス繊維を70%以上含有し、曲げ強さが700MPa以上であることn

血先端部がテーパー形状であり、光誘過性及びアルミ＝ウム2阻相当以上

のX線造影性を有すること。

i並 1本が1根管相当分の規格であることn

.Ii支台築造に用いる合釘であることの

VI、四（略）

皿、 N （略）

v 歯科点数表の第2章第12部に規定する特定保険医療材料及びその材料価

格

001～058 （略）

」益重L

VI、VII （略）


